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 ☎（0258）62-1700 FAX（0258）63-1006                  

MITSUKE CITY 

見附市 

上北谷地区ほかで発生している広域断水について、現時点での情報をお知らせします。 
 

【復旧について】 

 順調に復旧作業が進み、1/12（月・祝）朝から飲用として使用できます。 
※健康上問題はありませんが、濁り等がある場合がありますので、しばらく水を出して濁り等
がなくなることを確認してから飲用してください。気になる場合は、給水所をご利用ください。 
※給湯器等の機器は故障を防止するため、濁り等がなくなってからご使用ください。 

【給水について】 

 1/12（月・祝）までは、給水所の給水タンクをご利用できます。利用者は各自、容器の持参を
お願いします。 
●給水所（全７か所） ・本明町公民館 ・上北谷公民館 ・河野町公民館  
・池之島町公民館 ・堀溝町公会堂 ・杉沢町集落開発センター ・牛ケ嶺公民館 

【学校利用】 

 本日 1/11(日)17 時までは、見附第二小と上北谷小のそれぞれ体育館において、給水とトイレを
利用することができます。利用者は各自、容器の持参をお願いします。 
※1/12（月・祝）は、開放いたしません。 

【ほっとぴあの利用】 

 本日 1/11(日)中は、断水地域にお住いの方の臨時入浴施設として、「健幸の湯ほっとぴあ」をご
利用いただけます。なお、1/12（月・祝）以降は、無料でのご利用はできません。 
●利用条件 ご利用に当たっては、当該地域にお住まいであることが確認できるものとして、

免許証、マイナンバー、保険証等を提示ください。 
●料金 無料 ※タオル等をご持参いただくか、貸しタオル（300 円）、販売タオル（180 円）

をご利用ください。 
●移動支援 本日 1/11(日)をもって終了しました。 

【相談窓口】 1/12（月・祝）20 時まで 
水道に関すること、その他のお困りごとは、上下水道局（☎0258-62-1700）へご相談ください。
※1/13(火)以降は、平日８時 30分～17 時 15 分、上下水道局（☎0258-62-1700）へご相談くだ
さい。 

 【本件の問合せ先】 

上下水道局 ☎（0258）62-1700 

見附のイメージキャラクター 

ミッケ 

水道の断水について（第 8 報） 
 


